
 

 

 

 

平成２９年９月１５日 
 

「新潟県特殊詐欺・悪質商法被害防止の日」～絆を深めて家族を守る～

を本日制定します 
 

特殊詐欺や悪質商法の被害の多くを占める高齢者被害を防止するため、引き続き高齢者

本人に向けた広報啓発活動や金融機関・コンビニにおける水際対策を行うことに加え、高

齢者の子の世代へも働きかけ、被害が出やすい公的年金支給日を本日「新潟県特殊詐欺・

悪質商法被害防止の日」に制定し、この日を中心に、子供から親に注意を呼びかけてもら

う被害防止対策を展開することにしました。 

 

１ 名称 

  「新潟県特殊詐欺・悪質商法被害防止の日」～絆を深めて家族を守る～ 

 

２ 実施日 

２・４・６・８・１０・１２月の各１５日、土日祝日の場合は直前の平日 

（公的年金支給日・年６回） 

 

３ 「被害防止の日」取組内容 

（１）市町村・警察署での取組 

〇 のぼり旗掲出・ポスター掲示の集中実施、街頭広報活動 

 

（２）官民連携組織を通じた取組 

  〇 連携組織を構成する企業の従業員などへの集中的な啓発活動を依頼 

○ 事業活動を通じた広報などの取組の強化を依頼 

【官民連携組織】 

・新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会（121 団体加盟） 

・新潟県特殊詐欺撲滅対策推進協議会（84 団体加盟） 

 

（３）金融機関・コンビニエンスストアでの取組 

  〇 来店客に対する声かけなどの水際対策の強化を依頼 

 

４ 第１回「被害防止の日」街頭広報活動の実施 

  制定後１回目の「被害防止の日」に街頭広報活動を行います。 

   平成２９年１０月１３日（金） 午前１０時～ JR 新潟駅万代口 

※ 詳細については、後日、改めてお知らせします。 

 

新潟県報道資料 

本件についてのお問い合わせ先 

〇県民生活・環境部県民生活課 原 

（直通）025-280-5249 （内線）2496 

〇県警生活安全部生活安全企画課 川﨑 

（代表）025-285-0110 （内線）3040 

 






